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1 瑞浪市大漱町の 日吉 トンネル南垣外工区における井戸水等の減水問題に関

する岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会における議論状況などについて、

第 9回の地盤委員会の議論に基づき、主張する。なお、地盤委員会はなお継

続中である。

(1)令和 7年 1月 22日 岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会 (第 9回 )

この日の委員会では、まず、JR東海より、井戸等の減水について、影響範

囲の把握、原因究明、被害拡大防止、について説明がなされた。

その後、瑞浪市長より、令和 7年 1月 18日 に実施 された、JR東海による

地元住民に対する説明会の状況が報告された。すなわち、JR東海から、3つ

の代替案の実現可能性について説明があり、 1案 として遮水壁については施

行実施が難 しく現実的でないとい うことであり、参加 した住民から、実現でき

なければ提案 してもらってもしょうがないとい う厳 しい指摘があったとい う

ことである。また、2つ 目の代替水源については現実性は高いと考えるが、配

管ルー トや地権者等の協議など課題について今後検討 していくとい う説明が

なされたとい うことである。案 3の湧水のポンプアップについては、竪穴等の

技術的課題 もあり実現可能性について検討するとい うことであったが、やは

り住民から本当にこんなことができるのかとい う心配の声があがったとい う

ことであった。

その後の質疑応答について、委員会の委員からは、影響範囲の把握に関 して

提出された資料やデータについて、概ね好意的に評価 されていた。

ただ、最も重要な被害拡大防止については、本注入ができるかどうかは分か

らない、その判断は 4月 以降になる、 4月 以降のいつになるかもわからない、

その間、4月 までの間に、被害拡大防止に関する別の案も検討 していない、と

りあえず新たな水源地を確保 じ、減水や地盤沈下については諦めているとも思

える状況であったことから、委員長から厳 しい指摘がなされた。

具体的には、委員長は、「非常に困難な状態にあると、 トンネルの施工上の

安全性 とか今後共用された場合の安全性 とか、そ ういうことを考えていくと、

その本注入の可否の判断が非常に悩ましくなっていると、逆に北薩 トンネルの

件があるので、そこの状況がやは りまだわからないとい うのもあろうかと思い

ます。



そ ういったところは、十分に理解はできますが、一方で、やは り当初から、

水環境を元に戻 してほ しいとい う、そのために何をすべきかとい うところで、

地下水位の低下が主な原因であるとい うことを判断 されて、地下水位の低下抑

制、回復すれば、長期的に何年かかるかわか りませんが、元の状態に近づける

ような、そ ういった努力をしましょうとい うことで話は進んできてお ります。

地下水位の低下抑制、回復 とい うこともそ うですが、一方では、実際にはや

はり皆さんの生活の問題、生活環境、自然環境、そちらの修復をどうするかと

い う問題ですので、そこに対する対応 とい う意味もあって、代替案 とい う、ポ

ンプアップ した りとか、新たな水源地を確保するとか、それは代替案とい うよ

り、今回目指 しているのは元の状態に戻す というところを目指 している中で、

もう少 し代替案 として色々な手立てが考えられるようなものと思ったのです

が、やはり代替水源確保 という、そこにどうしてもいって しまうものなのです

か、やはり自然環境その ものを考えたときに、何か他の視点でと言いまう
~か

、

対応の仕方 とい うのが考えられないのか否かとい うところです。その辺 りはこ

の間に何か考えられたことがあるのですか、やはりもう水源確保 というところ

で、そこに何か終始 して しまっているところですか。自然環境 とか、もちろん

その文化的な価値のあるものとか色々なものがあ ります。今回、地元の方で

色々な植生、生態系の影響で懸念も出ていますが、そ ういったところを元に戻

す、近づけるとい うことに対 して、一応シナ リオとしては本注入 して、減水 し

て水位の回復を長期的に見込んで、そ うすると地表の状態がだんだん戻ってく

るのではないかとい うお話を、そ うい う想定でしてきているのですが、今の困

難な状態に陥っているのは、もちろん諦める段階でもありませんが、他の代替

案 とい うアプローチの仕方 とい うのは、やはり水源確保にそこに行って しま う

のですか。他に何か考えられたことはないのでしょうか。」 と発言 した (議事

録 20頁 )。

また、他の委員からも、JR東海のい う代替案 とい う言い方が、実際にはコ

ミュニティの水を守るための代替案であるのに、あたかも トンネルの湧水を減

らす代替案のように聞こえて誤解を招 くので、何の代替かとい うのをはっきり

すべきだ、とい う厳 しい指摘がなされた (議事録 21頁 )。

さらに、委員長は、「今のお話を伺 うと、本注入に関する減水のための注入

に関しての代替案は今のところないとい うことでしょうか。

それで注入の可否の判断はまだ時間がかかると、事例の結果 とか、今回の調

査データに基づ くと、他にやること、やれることはもうないのですか。

注入が難 しいというお話になると、少 し諦めのような雰囲気が感 じられてし

まうのですが、そ うではなくて、本注入に関 してはまだ先ですが、この間、何

かすべきこととい うのは、もうデータを集めて分析するしかないのですか、と
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い うことです。

他に何か考える、何か今方向性 とい うか、こういったことは実は検討する事

項 としては上がっているとかはあるのですか、とい うところです。

一方では、代替の言葉の使い方は先ほどご指摘いただいたのですが、先ほど

申し上げた生活環境、自然環境、そちらに対する対策について、色々なシナ リ

オと言いますか、そ ういったものをいくつか作っていかなければいけないので

はないだろうかとい うところで、全体をつなげていかないといけないのだろう

と思います。

なんとなく本注入ができなかった らそれで終 りみたいな、そ ういったことに

ならないように、なにか今からやは り本来考えていかなければいけないことを、

以前から申し上げていることだと思 うのですが、できなかったらという表現が

良くないのかもしれませんが、そこの辺 りについてはまだまだこれからで しょ

うか。′
|;又 に本注人は難 しいと判断 した場合には、どうするとい うことはもう今

考えられているのですか。」 と発言 した (議事録 21～ 22頁 )。

かかる委員長の発言に対 し、 JR東海は、「トンネル湧水の低減につきまし

ては、先はども申し上げたように、やはり唯一の事例 として、この トンネルの

工法を使っていますので、それ以外に何かあるかと言われましてもなかなか見

つけられない状況ですので、引き続き見つけられるような検討はしますが、何

かでは本注入の可否を判断するまで、もしやめるとした場合に何か次のものが

出てくるかとい うと必ず しも出てくるものではないと考えてお ります。」と回

答 した (議事録 22頁 )c

被害拡大防止について、委員長は、最終的に、「そのようによろしくお願い

します。

本 国は、被害拡大防止に関して本注入の可否について今後の方針を示 してい

ただく、それは難 しいようであれば、まさしく地下水位の低下の抑制、回復に

向けた代わ りの対策 とい うものをどうい うふ うにお考えになっているか とい

うことを示 していただく予定だったと理解 してお りますが、まだまだ時間を要

するとい うお話は十分理解 しました。

ただ、先ほど申し上げま したように、地下の様子、地表もそ うですが、変化

は続いてお りますので、先ほど、市長のお話 もありましたが、スピー ド感 とい

うのは、非常に大事なことだと思います。

状況をどんどん悪化 させた上での対策よりも、やは リー番いいのは未然防止

ですが、現状の中でできることを、見つけていただきたいとい うことが、強く

思 うところでございます。」と締め括った (議事録 23頁 ).
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12)小括



以上のように、瑞浪市大漱町の日吉 トンネル南垣外工区における井戸水等の

減水問題は、約 1年を経過 した時点においても、被害拡大防止について、何 ら

有効的な対策を講 じられない状況であり、2025年 4月 まで、本注入の可否

の判断を待つ とい う、何 ら打つ手のない状況である。地盤委員会は、被害拡大

防止を諦め、代替水源地を確保すればよいとい うような姿勢を JR東海に見て

取 り、地盤委員会からJR東海に対 し、厳 しい指摘がなされるに至っている。

実際、JR東海は、住民説明会においても、代替案 として 3つ を提案 している

が、その うち 2つ はおよそ実現可能性 もないような遮水壁や湧水のポンプア

ップとい うものであり、当初より、代替水源の確保 とい う結論ありきの姿勢で

ある。

このような経過からして、いったん破壊 してしまった自然環境は、回復する

ことはもとより、被害の拡大を防止することす ら容易ではないことが分かる。

そ し
―
⊂、jR東海には、代替水源の確保 しか検討し

―
豪 なヽい。そもそ も蓄然乗

境を保全 しようとか、破壊 してしまった自然環境を元に戻そ うとい う姿勢は

皆無である。とにかく工事を優先 し、破壊 した自然環境は代替手段や金銭補償

で済ませばよいとい うのが JR東海の方針であることは、これまでの岐阜県

環境影響評価審査会地盤委員会における JR東海の態度か ら明らかである。

JR東海の行った環境影響評価 もそのような姿勢・方針でなされたものであり、

いかにずさんなものであったかが今表面化 しているとい うべきである。

2 要対策土の問題に関 して、令和 7年 2月 26日 に開催 された岐阜県環境影

響評価審査会 (第 4回 )における議論状況などについて、主張する。

要対策土の地質や度量については、地質の断面図等によリー応の見積 もりが

あるが、結局は、掘ってみないと分からないとい うことである。

また、大気質については、運搬時にダンプの上にシー トなどをかぶせるという

ことである。

水質については、遮水構造のシー トの耐久性が 100年 とい うことであるが

実績があるわけではないのでモニタリングをしっか りすべきとい う指摘がなさ

れた。

そのほか騒音や振動、盛 り上、生態系について議論がなされた。

以 上

4


